
平
成
十
二
年
人
事
院
規
則
二
三―

〇

人
事
院
規
則
二
三―

〇
（
任
期
付
職
員
の
採
用
及

び
給
与
の
特
例
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
二
十
号
）
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
及
び
一
般
職
の
任

期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
任
期
付
職

員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を

制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
任
期
付
職
員
法
に
規
定
す
る
任

期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
任
期
を
定
め
た
採
用
の
公
正
の
確
保
）

第
二
条
　
任
命
権
者
は
、
任
期
付
職
員
法
第
三
条
各
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
選
考
に
よ
り
、
任
期
を
定
め
て
職
員

を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
性
別
そ
の
他
選
考
さ
れ
る
者

の
属
性
を
基
準
と
す
る
こ
と
な
く
、
及
び
情
実
人
事
を

求
め
る
圧
力
又
は
働
き
か
け
そ
の
他
の
不
当
な
影
響
を

受
け
る
こ
と
な
く
、
選
考
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
業
務
に
必
要
と
さ
れ
る
専
門
的
な
知
識

経
験
又
は
優
れ
た
識
見
の
有
無
を
そ
の
者
の
資
格
、
経

歴
、
実
務
の
経
験
等
に
基
づ
き
経
歴
評
定
そ
の
他
客
観

的
な
判
定
方
法
に
よ
り
公
正
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。

２
　
人
事
院
は
、
任
期
付
職
員
法
第
三
条
各
項
の
承
認
に

当
た
っ
て
は
、
任
期
を
定
め
た
採
用
の
公
正
を
確
保
す

る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
行
政
運

営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
も

の
と
す
る
。

（
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
人
事
院
規

則
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条
　
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則

で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一
　
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
職
員
を
一
定

の
期
間
他
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た

め
、
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
業

務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
適
任
と
認
め
ら
れ
る
職
員

を
部
内
で
確
保
す
る
こ
と
が
一
定
の
期
間
困
難
で
あ

る
場
合

二
　
当
該
業
務
が
公
務
外
に
お
け
る
実
務
の
経
験
を
通

じ
て
得
ら
れ
る
最
新
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
必
要

と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
業
務
に
当

該
者
が
有
す
る
当
該
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
一
定
の
期
間
に
限

ら
れ
る
場
合

（
任
期
の
更
新
）

第
四
条
　
任
命
権
者
は
、
任
期
付
職
員
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
任
期
を
更
新
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
任
期
付
職
員
（
任
期
付
職
員
法
第
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
）

第
五
条
　
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員

に
対
し
て
、
規
則
八―

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
五
十

八
条
の
規
定
に
よ
る
人
事
異
動
通
知
書
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
人
事
異
動
通
知
書
」
と
い
う
。
）
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る

場
合
の
う
ち
、
人
事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
よ
ら
な
い

こ
と
を
適
当
と
認
め
る
場
合
は
、
人
事
異
動
通
知
書
に

代
わ
る
文
書
の
交
付
そ
の
他
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
人

事
異
動
通
知
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
任
期
付
職
員
を
採
用
し
た
場
合

二
　
任
期
付
職
員
の
任
期
を
更
新
し
た
場
合

三
　
任
期
の
満
了
に
よ
り
任
期
付
職
員
が
当
然
に
退
職

し
た
場
合

（
特
定
任
期
付
職
員
の
号
俸
の
決
定
）

第
六
条
　
特
定
任
期
付
職
員
（
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第

一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付
職
員
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
同
項
の
俸
給
表
の
号
俸
は
、
そ
の
者
の
専
門

的
な
知
識
経
験
又
は
識
見
の
度
並
び
に
そ
の
者
が
従
事

す
る
業
務
の
困
難
及
び
重
要
の
度
に
応
じ
て
決
定
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
決
定
の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的
な

場
合
は
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の

知
識
経
験
を
活
用
し
て
業
務
に
従
事
す
る
場
合
　
一

号
俸

二
　
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の

知
識
経
験
を
活
用
し
て
困
難
な
業
務
に
従
事
す
る
場

合
　
二
号
俸

三
　
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が
そ
の

知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
に
従
事
す

る
場
合
　
三
号
俸

四
　
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が

そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
に
従

事
す
る
場
合
　
四
号
俸

五
　
特
に
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
が

そ
の
知
識
経
験
を
活
用
し
て
特
に
困
難
な
業
務
で
重

要
な
も
の
に
従
事
す
る
場
合
　
五
号
俸

六
　
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た

識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
を
活
用
し
て

特
に
困
難
な
業
務
で
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る
場

合
　
六
号
俸

七
　
極
め
て
高
度
の
専
門
的
な
知
識
経
験
又
は
優
れ
た

識
見
を
有
す
る
者
が
そ
の
知
識
経
験
等
を
活
用
し
て

特
に
困
難
な
業
務
で
特
に
重
要
な
も
の
に
従
事
す
る

場
合
　
七
号
俸

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）

第
七
条
　
任
期
付
職
員
法
第
七
条
第
四
項
の
特
に
顕
著
な

業
績
を
挙
げ
た
か
ど
う
か
は
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
特
定
任
期
付
職
員
の
俸
給
月
額
が
決

定
さ
れ
た
際
に
期
待
さ
れ
た
業
績
に
照
ら
し
て
判
断
す

る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
　
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
十
二
月
一
日

（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
在
職
す
る
特
定
任
期

付
職
員
の
う
ち
、
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ

た
日
か
ら
当
該
基
準
日
ま
で
の
間
（
特
定
任
期
付
職
員

業
績
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
支
給
を
受
け
た
直
近
の
当
該
手
当
に
係
る
基
準
日

の
翌
日
か
ら
直
近
の
基
準
日
ま
で
の
間
）
に
そ
の
者
の

特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
の
業
務
に
関
し
特
に
顕
著
な

業
績
を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
特
定
任
期
付
職
員
に
対

し
、
当
該
基
準
日
の
属
す
る
月
の
規
則
九―

四
〇
（
期

末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
期
末

手
当
の
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
の
規
則
九―

八
第
四
章
か

ら
第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
九
条
　
任
期
付
職
員
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
規
則
九―

八
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
）
第
四
章
か
ら

第
六
章
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
規
則
八―

一
八
（
採
用
試
験
）
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
経
験

者
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
職
員
と
な
っ
た
者
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
十
条
　
こ
の
規
則
の
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
任
期
付
職

員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
〇
日
人
事
院
規

則
一―
三
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

四
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
八
日
人
事
院
規

則
八―

一
二―

七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規

則
一―

五
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規

則
九―

八―

六
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院

規
則
九―

八―

七
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規

則
一―

六
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
二
四
日
人
事
院
規

則
八―

一
二―

一
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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